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里山地域における砂防 

 
 

危機管理技術研究センター 砂防研究室 主任研究官 冨田 陽子 

（キーワード） 里山砂防、地域防災力、里山マップ  

 

１．「里山地域」とはどのようなところか？ 

 里山地域は土砂災害危険箇所（土石流危険渓流、

急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所、雪崩

危険箇所）が数多く存在するところであり、従来

より砂防関係事業（砂防事業、急傾斜地崩壊対策

事業、地すべり対策事業、雪崩対策事業等の、国

土交通省河川局砂防部が所管する事業の総称）が

実施されてきている。 

 近年里山地域は、次のように捉えられている。 

「里山地域は、今後人口減少や高齢化が進むこと

により、人との関わりが全体として減少していく

と考えられる地域である」（生物多様性国家戦略：

2007年11月閣議決定）、「農林業労働力の脆弱化の

進行が懸念されている」「里山地域の地域社会そ

のものが衰退しつつあり、高齢化率も全国に比べ

高い値で推移している」（農林水産省）。 

 これらのことは、土砂災害発生の危険性が高ま

ったとき、あるいは土砂災害が発生したとき、自

主防災組織等共助体制による対応が困難になるこ

とを意味する。すなわち、地域防災力の低下につ

ながる。 

２．そこで、「里山砂防」の登場  

通常、砂防事業の実施単位は、地形等により個々

の流域または個々の斜面としているが、「里山砂

防」では集落を基本とした実施単位も採用できる

手法を検討している。また、個別の集落では自助・

共助の困難さが懸念される場合に、各々の集落が

持つ防災機能（ある集落には役場と人材はあるが

防災資機材が十分ではない、しかし、隣り合う集

落では防災資機材を準備できる・・・などのよう

に）を共有することにより一定の地域防災力を確

保することができる個別集落のまとまり、すなわ

ち「一連の集落集合体」を実施単位とする手法も

検討している。この設定の考え方を図-1の様とし、

モデル地区で検討している。 

 

 

３．「里山マップ」で情報の共有と進捗管理 

里山マップは、里山砂防の概要を示した地図で

ある。一連の集落集合体を基本として、土砂災害

危険箇所、土地利用に関わる法規制状況、避難路・

避難場所、その他地域の情報を示した「現況評価

マップ」と、既往砂防設備、消防団屯所、建設事

業所等の情報を示した「地域防災力リソースマッ

プ」とから構成することを考えている。 

４．改めて、「里山砂防」とは？ 

より地域防災力（自助・共助）の向上に視点を

おいた砂防の計画・工法を検討し、実施していく

ものである。 
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図-1 里山砂防事業の実施単位の考え方 

（一連の集落集合体のイメージ） 

一連の集落集合体 
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地下空間の水害リスクに関する検討 
 

 

危機管理技術研究センター 水害研究室 主任研究官 小林 肇   

（キーワード） 地下空間、地下街、浸水シミュレーション  

 

１．はじめに 

水害研究室では、地下空間の浸水対策について、

これまでにもリスク評価手法の検討、地下空間浸

水リスク自己診断システムの作成などを行ってき

たところである。しかし、これらの検討は、比較

的小規模な地下空間を主な対象としており、浸水

からの確実な避難のために流速を考慮する必要が

ある「○○地下街」と呼ばれるような大規模な地

下空間の浸水リスクの評価や対策の検討は、必ず

しも十分行われてはいないと考えられる。このた

め、2009(平成21)年度は、地下街を対象にその構

造特性の把握や浸水時の水理現象の再現計算手法

の整理を行うことにより、被害想定や浸水対策の

検討に資することを目的とした以下のような検討

を行っている。 

 

２．地下空間の水害リスクに関する検討  

①地下空間のモデル化方法、及び、浸水シミュレ

ーションにおける水深と流速の計算方法の検討 

地下空間について浸水シミュレーションを実施

するため、地下空間のモデル化方法、及び、地上

の浸水深等から地下空間の水深・流速を計算する

方法を検討している。地下空間の浸水現象は、基

本的にａ）地表面からの流入、ｂ）フロア上の浸

水、ｃ）下層階フロアへの流出、ｄ）地下鉄路線

等による境界外部への流出、から構成されるため、

これらを表現する要素モデルを作成するとともに、

対象とする地下空間の構造に応じて各要素モデル

の諸元等を設定し、要素モデルを組み合わせるこ

とにより地下空間内の浸水現象を再現する。 

 

②対象フィールドの地下空間の調査、地上外力の

整理 

 地下空間の浸水シミュレーションにおいては、

地表面からの流入条件や地下空間の構造を計算モ

デルに適切に反映することが重要であるため、浸

水シミュレーションを実施する対象フィールドを

選定し、対象フィールドにおける地下空間の構造

（特に、浸水に影響を与える構造特性）及び設備、

店舗等の資産の状況、地下空間管理者による防災

計画（特定都市河川浸水被害対策法に基づく浸水

時避難計画や、浸水対策・排水対策の計画など）

等について調査（現地調査を含む）を実施してい

る。また、既存の外水氾濫・内水氾濫シミュレー

ション結果をもとに、対象フィールドにおける地

上の浸水深等の外力を与える予定である。 

③計算結果の評価とモデルの改良 

上記①及び②の成果をもとに、対象フィールド

における地上の氾濫シミュレーションと地下空間

の浸水シミュレーションを結合させ、都市部で大

規模な氾濫が発生した場合の地下空間の浸水につ

いてシミュレーションを実施する予定である。ま

た、計算結果の定性的な検証を行い、シミュレー

ションにおける課題を抽出し、モデルの改良を行

う予定である。 

 

写真１ 地下鉄博多駅出入口 平成11年6月29日

（九州地方建設局提供） 
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